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第 １章  計 画 の概 要  

１．計画策定の背景 

少子高齢化の急速な進行により単身世帯や高齢者世帯が増加する中で、地域住民のつなが

りや助け合いの意識の希薄化が進み、かつてあったような住民相互の支え合いといった「地

域の力」が低下してきています。 

 

また、子育てに悩む保護者の孤立、子どもや高齢者、障害者のような社会的弱者に対する

虐待やいじめ、ひきこもり、孤独死及び自殺者の増加等が新たな社会問題となっています。 

 

こうした生活上の問題の解決や、日常生活における自立を支援するにあたり、行政による

福祉サービスだけでは対応が難しいことも多くあります。 

 

そのため、子どもから高齢者まで、市民の誰もが、住み慣れた地域で心豊かに安心して暮

らせる基盤づくりが求められています。 

 

本市では、平成 20 年に「守口市地域福祉計画」（以下、「第１次計画という」）を策定し、

「地域に住む人々と、共に生き、共に支え合い、住んでよかったと思える地域の実現に向け

て」を基本理念に掲げ、市民との協働による地域福祉を推進してきました。その後、５年の

経過により人口動態の変化など本市を取り巻く状況も変化してきています。 

 

平成 25 年３月をもって第１次計画の計画期間が終了することから、第１次計画期間にお

ける地域福祉に関する各種施策や事業の実施状況等を踏まえた上で、平成 29 年度までを計

画期間とする「第 2 次守口市地域福祉計画」（以下、「本計画」という）を策定するものです。 
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２．地域福祉計画とは 

 ●地域福祉計画とは、生活する地域に根差し、地域での人と人のつながりを大切にし、お

互いを思いやり、助け合い、その人らしく自立した生活を送る仕組みを作るための計画

です。 

 ●地域福祉では、市民、福祉関係団体、行政などが、それぞれの役割の中で、お互いに力

を合わせる関係を作り、「自助」「共助」「公助」を重層的に組み合わせた「地域ぐるみの

福祉」を推進するため、年齢や障害の有無に関わりなく、地域に住むすべての人が、地

域において、互いに助け合っていくことが重要です。 

 

  自助：個人や家族でできることは自分たちですること 

  共助：地域において隣近所や友人、知人とお互いに助け合うことやボランティア、

ＮＰＯ※1などにより支えること 

 公助：支援を必要とする人やその家族などへの具体的な行政サービスの提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自助（自分・家族） 共助（地域） 公助（行政）

暮しのニーズ 
（日常的な生活課題、 

困りごとなど） 
地域の福祉活動

への支援 

福祉計画などに基づく施策 

 ⇒老人保健福祉計画 

 ⇒次世代育成支援行動計画 

 ⇒障害者計画 

 ⇒障害福祉計画 など 

   
地域住民の主体的な 

活動で対応できるもの 

 
行政施策として

行うべきもの 

地域住民と行政の相互協力が 
必要なもの 

（地域福祉計画の領域） 
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３．計画の位置づけ 

（１）各計画等との関係 

  本計画は、「第五次守口市総合基本計画」を上位計画とし、対象別の「守口市次世代育成

支援行動計画」「守口市障害者計画」「守口市障害福祉計画」「守口市老人保健福祉計画」お

よび介護保険に関わる計画を定めた、くすのき広域連合※2 による「くすのき広域連合介護

保険事業計画」、社会福祉協議会※３による「もりぐち地域福祉活動計画」を関連計画として、

それぞれに共通する地域福祉の理念を明らかにするとともに、地域福祉の推進を図るため

の基本的な方向性を定めるものです。 
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（２）法的な位置づけ 

  本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」として位置づけます。 

 

（３）地域福祉活動計画との関係 

  社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」は、地域住民や民間団体が主体となっ

て地域福祉活動を計画的に進めていくための行動計画です。 

  地域福祉計画は、市民と行政の協働により実現をめざす地域福祉の理念と体制づくりの

指針となるものであり、「地域福祉活動計画」の方向性を示します。 

  したがって、「地域福祉活動計画」は、本計画で掲げた基本理念や基本目標に達するため

の地域における福祉活動の実施計画であり、市と社会福祉協議会は、相互に連携を図り一

体となって地域福祉を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画策定の体制 

  本計画は、アンケート調査などにより、本市の地域福祉に関する実態やニーズの把握に

努めるとともに、パブリックコメント（市民等の意見を募る手続き）を通じて広く市民の

意見を求めました。 

  また、庁内の健康・福祉・教育・人権部門の関係者で構成する「地域福祉計画策定委員

会」や市の地域福祉を支えてきた地域組織等の代表者、地域福祉の関係者や有識者、学識

経験者等で構成する「地域福祉計画策定懇話会」において、計画原案に対する検討、調整

を行いました。 
 

地域福祉計画 

基本的な考え方の明示・地域の

基盤整備・地域活動への支援 

地域福祉活動計画 

地域住民主体の行動計画・住民の

具体的な行動の促進・住民ニーズ

に対応した活動実践 

生活課題・方向性の共有 

共助の力 

人材育成、コーディネート、助け合い、情報の充実、

ネットワーク、居場所・拠点づくり 

課題 地域住民が 

参加・実践 

行政が 

環境整備・活動支援 
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５．計画の期間 

  本計画期間は、平成 25 年度から平成 29 年度の５年間とします。 
 

６．地域の範囲について 

  地域の捉え方は、「隣近所」や地域の活動単位である「町会・自治会」「小学校区」「中学

校区」など様々あります。それぞれの地域では、期待される役割があり、その役割を担い、

円滑に活動ができるように、地域福祉計画に基づいて支援を行っていくことが重要です。 

  本計画では、「小学校区」の範囲を、基礎単位の「地域」として捉え、地域福祉を必要と

する人が適切な支援を受けられるように取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民 

地域の中で支援が必要な人 

（子ども・高齢者・障害のある人） 

隣近所 

町会・自治会 

小学校区 

市 

隣近所 
 ⇒見守りや声かけによる身近な助け合い など 

町会・自治会 
 ⇒各種行事による交流・社会参加活動、生活課題の把握などを行い、助けを必要とする

人に地域住民と一緒になって対応すること など 

小学校区 
 ⇒コミュニティ同士の連携体制の充実、関係団体との連絡調整、地域課題の共有 など 

市 
 ⇒相談体制の充実、情報提供、サービス調整、関係機関との連絡調整、地域福祉全般の

とりまとめ など 
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第 ２章  本 市 の状 況  

１．人口、世帯等の状況 

（１）人口・高齢化率の推移 

 本市の人口の推移をみると、平成 21 年までは増加しており、平成 22 年以降は減少に

転じています。平成 23 年では総人口が 147,122 人となっています。 

 年齢階層別にみると、0～14 歳と 15～64 歳は平成 19 年以降減少しています。一方、

65 歳以上は一貫して増加しており、平成 23 年の高齢化率は 24.2％となっています。 

19,625 19,421 19,183 18,876 18,487

96,198 95,140 94,240 93,465 93,021

32,075 33,389 34,637 35,286 35,614

21.7  22.6  23.4  23.9  24.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

人口・高齢化率の推移
（人） （％）

資料：住民基本台帳及び外国人登録（各年10月１日現在）

147,898 147,950 148,060 147,627 147,122

 

 

（２）世帯数・１世帯当たり人数の推移 

  世帯数の推移をみると、各年で増加しており、平成23年で69,911世帯となっています。 

  一方、１世帯当たり人口は各年で減少しており、平成 23 年で 2.10 人となっています。 

67,755 68,453 69,160 69,551 69,911

2.18 2.16 2.14 2.12 2.10

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

世帯数 １世帯当たり人口

世帯数・１世帯当たり人数の推移
（世帯） （人）

資料：住民基本台帳及び外国人登録（各年10月１日現在）  
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（３）出生数・出生率の推移 

  出生数は平成 19 年から平成 20 年にかけて増加していますが、平成 21 年以降は減少

に転じ、平成 22 年は 1,088 人となっています。 

  また、出生率（人口 1,000 人あたりの出生数）をみると、平成 22 年は 7.4％となって

おり、大阪府の 8.6％よりも低くなっています。 

1,121 1,182 1,132 1,088

7.7 8.1
7.7 7.4

8.9 9.0 8.7 8.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

400

800

1,200

1,600

2,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

出生数（守口市） 出生率（守口市） 出生率（大阪府）

出生数・出生率の推移
（人） （‰）

資料：人口動態統計  

 

 

（４）転入・転出数の推移 

  転入・転出数は各年で拮抗しており、平成 23 年では転出のほうが 39 人多くなってい

ます。 

6,121 6,189 6,520 5,958 5,855

6,486 6,109 6,267
5,949 5,894

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

転入 転出

転入・転出数の推移
（人）

資料：市民生活部市民課  
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２．福祉に関わる状況 

（１）核家族世帯割合の変化 

一般世帯に占める核家族世帯の割合は、平成

17 年が 60.5％、平成 22 年は 56.5％となっ

ており減少しています。 

また、この傾向は大阪府も同様となっており、

核家族世帯の割合も本市と同程度となっていま

す。 

 

 

 

 

（２）ひとり親世帯割合の変化 

  一般世帯に占める母子世帯の割合は、平成 17 年が 2.08％、平成 22 年は 1.59％とな

っており、減少しています。 

  同様に、父子世帯の割合も、平成 17 年が 0.23％、平成 22 年は 0.15％と減少してい

ます。 

また、この傾向は大阪府も同様となっており、母子世帯や父子世帯の割合も本市と大き

な違いは見られません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.08

1.59
1.96

1.74

0.0

1.0

2.0

3.0

平成17年 平成22年

守口市 大阪府

母子世帯割合の変化（%）

資料：国勢調査（各年10月１日現在）

0.23 0.150.21 0.17

0.0

1.0

2.0

3.0

平成17年 平成22年

守口市 大阪府

父子世帯割合の変化（%）

資料：国勢調査（各年10月１日現在）

60.5 56.560.4 57.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成17年 平成22年

守口市 大阪府

核家族世帯割合の変化
（%）

資料：国勢調査（各年10月１日現在）
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（３）高齢者世帯割合の変化 

  一般世帯に占める高齢者ひとり暮らし世帯の割合は、平成 17 年が 11.0％、平成 22

年は 13.1％となっており、増加しています。 

  同様に、高齢者夫婦のみ世帯の割合も、平成 17 年が 7.8％、平成 22 年は 9.1％と増

加しています。 

  高齢者ひとり暮らし世帯、高齢者夫婦のみ世帯ともに大阪府より高い割合で推移してい

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）要介護認定者の推移 

  要介護認定者数の推移をみると、各年で増加しています。 

平成 19 年から平成 23 年までの伸びをみると、要支援２が 1.73 倍となっており、要

介護認定者総数の 1.24 倍よりも大きくなっています。 

 

491 519 549 675 683
621 729 753 839 1,077
1,204 1,072 1,013 975 1,011
1,273 1,368 1,537 1,566 1,691
864 959 1,007 944

979639 696 737 767
856

610 642 665 737
7835,702 5,985

6,261 6,503
7,080

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護認定者数の推移
（人）

資料：介護保険事業報告（各年10月１日現在）  

 

 

11.0
13.1

9.5
11.3

0.0

10.0

20.0

30.0

平成17年 平成22年

守口市 大阪府

高齢者ひとり暮らし世帯割合の変化（%）

資料：国勢調査（各年10月１日現在）

7.8 9.1
7.1 8.4
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10.0

20.0

30.0

平成17年 平成22年

守口市 大阪府

高齢者夫婦のみ世帯割合の変化（%）

資料：国勢調査（各年10月１日現在）
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（５）障害者手帳所持者数の推移 

  障害者手帳所持者数の推移をみると、各年で増加しています。 

  平成 19 年から平成 23 年までの伸びをみると、身体障害者手帳所持者は 1.02 倍、療

育手帳所持者は 1.21 倍、精神障害者保健福祉手帳所持者は 1.40 倍となっており、所持

している手帳の種類により伸びに若干の違いがみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）生活保護受給者数の推移 

  生活保護受給者数の推移をみると各年で増加し、平成 23 年では 5,469 人となっていま

す。平成 19 年と比較すると 749 人増加しています。 

 

4,720 4,812 5,080 5,386 5,469

0

2,000

4,000

6,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

生活保護受給者数の推移
（人）

資料：福祉部生活福祉課（各年度末現在）  

 

6,470 6,464 6,517 6,541 6,581

847 864 914 967 1,025
659 705 801 863 921
7,976 8,033 8,232 8,371 8,527

0

3,000

6,000

9,000

12,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

障害者手帳所持者数の推移
（人）

資料：福祉部障害福祉課（各年度末現在）
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３．アンケート調査からみる状況 

（１）調査の概要 

調査対象 守口市在住の 18 歳以上の市民 3,000 人 

調査方法 郵送による配布、回収 

調査期間 平成 24 年６月 14 日（木）から平成 24 年６月 30 日（土） 

配布数 3,000 票 

回収数 1,257 票 

回収率 41.9％ 

※以下に掲載する図表中の「ｎ」とは、集計対象者実数（あるいは該当対象者実数）をさしています。 

 

（２）本人や家族について 

本市の人口構成比と比較して、アンケート結果の人口構成比では、高齢者が多

くなっている 

 

 ■性別 

　　　　　　　区分

男性 (n=524)

女性 (n=715)

不明・無回答 (n=18)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

41.7

56.9

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
※図表中の「Ｎ」とは、集計対象者実数（あるいは該当対象者実数）をさしています。 

 ■年齢 

　　　　　　　区分

10歳代 (n=19)

20歳代 (n=94)

30歳代 (n=164)

40歳代 (n=175)

50歳代 (n=186)

60歳代 (n=280)

70歳代 (n=243)

80歳以上 (n=86)

不明・無回答 (n=10)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

1.5

7.5

13.0

13.9

14.8

22.3

19.3

6.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）地域との関わりについて 

多くの人が何らかの近所づきあいをしており、市民相互の助け合いは必要だと思

っている 

 

 ■近所づきあいの程度 

　　　　　　　区分

お互いの家に招待しあうような親しい人
がいる

(n=218)

道であったときに、会話をする程度の親
しい人がいる

(n=492)

道であったときに、あいさつ（会釈）する
程度の人がいる

(n=380)

ほとんど近所付き合いがない (n=147)

不明・無回答 (n=20)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

17.3

39.1

30.2

11.7

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 ■市民相互の助け合い・支え合いの必要性 

　　　　　　　区分

必要だと思う (n=471)

ある程度必要だと思う (n=707)

あまり必要だと思わない (n=52)

必要ではないと思う (n=10)

不明・無回答 (n=17)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

37.5

56.2

4.1

0.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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住民が望む地域の姿は 

⇒１位「災害のときに、声かけや助け合いができるようにする」 

⇒２位「犯罪に巻き込まれないよう、隣近所で見守り合いを強化する」 

⇒３位「暮らしに困ったとき、どこに相談したらよいのかすぐにわかる」 

 

 ■地域が「こうなればいい」と思うこと 

(複数回答)

　　　　　　　区分

隣近所の人とのふれあいが増える (n=324)

暮らしに困ったとき、どこに相談したらい
いのかすぐにわかる

(n=433)

災害のときに、声かけや助け合いがで
きるようにする

(n=826)

子どもを預かるなど、隣近所で子育ての
支援ができる

(n=82)

犯罪に巻き込まれないよう、隣近所で見
守り合いを強化する

(n=436)

安心して暮らせるよう、定期的に声をか
ける人が増える

(n=300)

隣近所の子どもや高齢者などが虐待さ
れていると思ったときすぐに相談できる

(n=150)

町の清掃やお祭りなど、地域行事への
参加者が増える

(n=209)

その他 (n=15)

特にない (n=76)

不明・無回答 (n=26)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

25.8

34.4

65.7

6.5

34.7

23.9

11.9

16.6

1.2

6.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（４）福祉に関する意識について 

地域の福祉に関心がある人は７割を超えており、関心のある分野としては「高齢

者に関すること」が突出して多い 

 

 ■「地域の福祉」への関心 

　　　　　　　区分

とても関心がある (n=179)

ある程度関心がある (n=712)

あまり関心がない (n=231)

全く関心がない (n=24)

わからない (n=97)

不明・無回答 (n=14)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

14.2

56.6

18.4

1.9

7.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 ※「とても関心がある」「ある程度関心がある」と答えた方に聞きました。 

 ■関心がある「地域の福祉」の分野 

(複数回答)

　　　　　　　区分

高齢者に関すること (n=678)

障害のある人に関すること (n=294)

児童に関すること (n=298)

ひとり親家庭に関すること (n=176)

権利擁護に関すること (n=61)

生活保護に関すること (n=187)

その他 (n=12)

不明・無回答 (n=25)

　　　　　　　全体 (n=891)

76.1

33.0

33.4

19.8

6.8

21.0

1.3

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（５）防災に関する取り組みについて 

災害時の対策について、何らかの不安を持っている人は９割超 

特に、「水や食料の不足」や「家屋の損壊」において懸念が大きい 

 

 ■災害時の対策についての不安 

(複数回答)

　　　　　　　区分

水や食料の不足 (n=802)

避難場所や避難経路について (n=442)

家屋の損壊 (n=621)

職場・学校などからの帰宅手段 (n=127)

家族等に安否確認するための連絡方法 (n=403)

救急医療体制の確保 (n=503)

その他 (n=22)

特にない (n=35)

不明・無回答 (n=34)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

63.8

35.2

49.4

10.1

32.1

40.0

1.8

2.8

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 

「守口市防災マップ」を持っている人は約半数 

一方、「災害時要援護者登録制度※4」を知っている人は１割未満 

 

 ■「守口市防災マップ」の保有状況 

　　　　　　　区分

ある (n=594)

ない (n=619)

不明・無回答 (n=44)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

47.3

49.2

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 ■「災害時要援護者登録制度」の周知度 

　　　　　　　区分

知っている (n=89)

知らない (n=1,142)

不明・無回答 (n=26)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

7.1

90.9

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「災害時要援護者」の防災対策で必要なことは 

 ⇒１位「地域の施設・サービスなどを掲載した『地域福祉情報マップ』の作成」 

 ⇒２位「地域での定期的な防災・避難訓練の実施」 

 ⇒３位「福祉サービスなどを提供する施設や事業所との連携」 

 

 ■「災害時要援護者」の防災対策で必要なこと 

(複数回答)

　　　　　　　区分

地域での定期的な防災・避難訓練を行
う

(n=383)

地域の施設・サービスなどを掲載した
「地域福祉情報マップ」を作成する

(n=491)

福祉サービスなどを提供する施設や事
業所との連携をはかる

(n=358)

要援護者に対する詳細な状況の把握を
しておく

(n=356)

要援護者に対して避難支援者（誘導者）
を事前にさだめておく

(n=335)

自主防災組織の活性化をはかる (n=208)

その他 (n=11)

わからない (n=158)

不明・無回答 (n=101)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

30.5

39.1

28.5

28.3

26.7

16.5

0.9

12.6

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（６）地域福祉に関わる機関や団体について 

周知度は、市役所の相談窓口が半数を超えているが、その他の相談窓口、機関、

団体等については５割を大きく下回る 

福祉に関する情報の入手状況では、十分に情報を得られていない状況がうかが

える 

 

 ■地域福祉に関わる機関や団体の周知度 

(複数回答)

　　　　　　　区分

市役所の相談窓口 (n=842)

社会福祉協議会の相談窓口 (n=325)

地域の地区福祉委員 (n=221)

民生委員・児童委員 (n=459)

地域包括支援センター (n=201)

コミュニティソーシャルワーカー (n=50)

障害者相談支援事業所 (n=128)

子育て支援センター (n=321)

くすのき広域連合 (n=556)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

67.0

25.9

17.6

36.5

16.0

4.0

10.2

25.5

44.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 ■福祉の相談窓口や福祉サービス内容などの情報の入手状況 

　　　　　　　区分

十分入手できている (n=25)

ある程度入手できている (n=277)

ほとんど入手できていない (n=546)

まったく入手できない (n=341)

不明・無回答 (n=68)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

2.0

22.0

43.4

27.1

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（７）地域福祉の推進に関することについて 

優先して取り組むべきことは 

 ⇒１位「安心して福祉サービスを利用できる仕組みの構築」 

 ⇒２位「防災対策の周知と充実強化」 

 ⇒３位「住民主体の声かけ、見守り、訪問活動の促進」 

 

 ■本計画に向けて優先して取り組むべきこと 

(複数回答)

　　　　　　　区分

子育て経験のある市民等による地域子
育て力の向上

(n=249)

住民主体の声かけ、見守り、訪問活動
の促進

(n=252)

防災対策の周知と充実強化 (n=399)

福祉事業に携わる民間事業者と地域と
の交流の促進

(n=107)

地域福祉ネットワーク体制の整備 (n=153)

安心して福祉サービスを利用できる仕
組みの構築

(n=525)

福祉サービス情報の集約・提供 (n=207)

住民同士の交流や仲間づくりを啓発す
る情報や催し、事例の広報

(n=112)

メディア等を活用して分かりやすい福祉
関連情報の収集と提供

(n=143)

既存施設等を活用しての地域福祉活動
拠点の整備

(n=82)

若年層の新たな参加を促し、取り組む
地域福祉活動の活性化

(n=219)

ボランティア活動・ＮＰＯ活動等の支援・
推進

(n=61)

地域福祉を支える人材の確保や養成 (n=190)

その他 (n=28)

不明・無回答 (n=133)

　　　　　　　全体 (n=1,257)

19.8

20.0

31.7

8.5

12.2

41.8

16.5

8.9

11.4

6.5

17.4

15.1

2.2

10.6

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４．本市を取り巻く現状と課題 

（１）統計データからみる現状と課題 

 

 

●高齢者人口（65 歳以上）は一貫して増加 

●平成 23 年 10 月１日現在、高齢化率は 24.2％ 

⇒高齢化のより一層の進行  

●世帯数は各年で増加 

●１世帯当たり人数が減少し、2.10 人（平成 23 年 10 月１日現在） 

●高齢者ひとり暮らし世帯や高齢者夫婦のみ世帯の増加 

⇒家族単位での助け合う力・支え合う力の減少  

 

 

 

●ひとり親世帯が大阪府と比較し相対的に多い 

●要介護認定者の増加（Ｈ19：5,702 人⇒Ｈ23：7,080 人） 

●障害者手帳所持者の増加（Ｈ19：7,976 人⇒Ｈ23：8,527 人） 

●生活保護受給者の増加（Ｈ19：4,720 人⇒Ｈ23：5,469 人） 

⇒地域の中で助け合い・支え合いを必要とする人の増加  

 

 

（２）アンケート調査からみる現状と課題 

 

■相互の助け合いが必要だと思っている人は 93.7％ 

■特に、高齢者において「必要」の割合が高くなっている 

■地域福祉に関心がある人は 70.8％ 

■年齢が上がるとともに、地域福祉の関心も増加 

⇒地域での福祉活動に取り組みやすい仕組みづくりが必要  

⇒高齢者のニーズを把握し、必要な仕組みづくりを検討することが重要  

■防災マップの周知度は 47.3％ 

■災害時要援護者登録制度の周知度は 7.1％ 

■相談窓口等の周知度が５割を下回っているものが多い 

■相談窓口やサービスの情報を入手できている人は 24.0％ 

⇒必要な人に必要な情報が届くための取り組みの充実が必要  

 

 

人 口 

要援護者 
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■今後の地域の望む姿は「災害のときに、声かけや助け合いができるようにする」が

65.7％で１位 

■次期計画で優先して取り組むべきことは「防災対策の周知と充実強化」が 31.7%

で２位 

⇒災害時に備えた防災対策を十分に検討することが重要  

■近所付き合いをほとんどしていない人は 11.7% 

■特に、男性や若年層において近所付き合いが少なくなっている 

■若年層の近所付き合いが少ない理由として、「現在の地域に住み始めて間もない」

が多くなっている 

⇒地域と関わることができる機会となる活動等の情報提供を行うことが重要  

■地域に対する今後の意向は、高齢者・介護を必要とする人がいる家庭・障害がある

人がいる家庭において「隣近所の人とふれあいが増える」、乳幼児や小学生のいる家

庭では「子どもを預かるなど、隣近所で子育ての支援ができる」「犯罪に巻き込まれ

ないよう、隣近所で見守り合いを強化する」が多い 

⇒一人ひとり、または家庭によって異なるニーズへの対応を充実させていくことが重要 

  ■ボランティア活動に参加したことがある人は 19.5% 

  ■ボランティア活動に参加するための条件は、女性や 10～30 歳代は「友人・家族と

一緒なら参加する」、20～40 歳代は「学校や職場でのボランティア活動があれば

参加する」が多い 

  ⇒参加するための条件は、個々で異なるためターゲットを絞った取り組みが重要 
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第 ３章  計 画 の考 え方  

１．計画の基本理念 

地域に住む人々と、共に生き、共に支え合い、 

住んでよかったと思える地域の実現に向けて 

 

 私たちの地域社会は、第１次計画を策定した平成 20 年よりも、高齢化や核家族化などに

ともなう要援護者の増加、家族や地域単位での支え合いの希薄化、さらに様々な自然災害に

見舞われる状況など、これまで以上に深刻な課題が増加しています。 

 そのため、第１次計画の基本理念である『地域に住む人々と、共に生き、共に支え合い、

住んでよかったと思える地域の実現に向けて』の“共に”といった考え方がより一層重要に

なっています。 

この基本理念の実現に向けて、地域住民や自治会、学校、民生委員・児童委員※5、ボラン

ティア、福祉団体、ＮＰＯ、社会福祉施設、事業所、医療機関、社会福祉協議会、市など地

域社会を構成するすべての力を集め、すべての市民が協働して、本計画に取り組むことが必

要です。本計画では、第１次計画の基本理念を踏襲します。 

 

２．計画の基本目標  

基本目標Ⅰ 福祉サービスを安心して利用できるための仕組みづくり 

 支援が必要となった時に、適切な情報を迅速に得られ、相談支援や福祉に関するフォーマ

ルサービス・インフォーマルサービスの利用につながるように取り組みの充実を図ります。 

 また、それらの支援を受けながら住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、権

利擁護※3 に関する取り組みや各種サービスの質の向上に努めます。 

 

基本目標Ⅱ 地域福祉を生み出す仕組みづくり 

 地域福祉を推進する上で、基本となる住民同士の支え合いができる環境を整えるために、

隣近所の関係性を再構築するためのきっかけづくりや、助け合いのこころの醸成を図ります。 

 また、地域福祉の取り組みをすでに行っている団体や組織等において、新たな担い手とな

れるように、人材の発掘や育成を行います。 

 

基本目標Ⅲ 地域福祉を育てる仕組みづくり 

 地域福祉の担い手が活動しやすい環境づくりを進めるために、住民のニーズの把握や課題

を整理し情報提供するとともに、既存の取り組みに関する支援や団体・組織の新しいメンバ

ーを確保し、取り組みを持続・充実できるように支援します。 
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基本目標Ⅳ 地域福祉をつなげる仕組みづくり 

 地域組織やボランティア、ＮＰＯ、事業所、社会福祉協議会、市等の交流を促進し、情報

の共有や連携・協働できる仕組みづくりを進めます。 

 また、防災や災害時の取り組み、防犯を進めるために、様々な人や団体、組織等がネット

ワークを構築し、誰もが安心して暮らすことができるようなまちづくりを進めます。 

 

３．第１次計画の重点プロジェクトと今後の展望 

第１次計画では、重点プロジェクトとして「守口市地域福祉学習会の検討」「災害時要援護

者登録制度を軸とした地域福祉の推進」「地域福祉マップの作成」の３つを掲げました。 

 これらの重点プロジェクトの進捗状況を以下に示すとともに、本計画における新たな方向

性についても、再度、明確にすることにより引き続き取り組みを推進します。 

 
守口市地域福祉学習会の検討 

●「地域福祉学習会」の立ち上げへとつながるきっかけになることを目的として、地域福祉

に関する課題や現状を多くの市民と共有し、課題解決に向けた実践的な活動をどのように

展開していくかについて話し合う「地域福祉市民フォーラム」を開催し、地域福祉に対す

る市民の意識の啓発を図りました。その結果、一部の地区において「地域福祉学習会」を

モデルとした「地域支援ネットワーク連絡会」が結成され、市民が主体となった地域福祉

活動の促進に寄与しています。 

今後の課題 

現段階で、学習会は一部の地区でしか結成されておらず、今後出来るだけ多くの地域で展

開していく必要があります。関係機関と連携し、市がきっかけづくりとバックアップを推進

できるよう努めていきます。 

 

災害時要援護者登録制度※8 を軸とした地域福祉の推進 

●災害時要援護者登録制度の周知や啓発は、市をはじめ地域の実情に詳しい民生委員・児童

委員の協力を得て、現在も行なわれています。しかし、今回の計画策定のために実施した

市民意向調査の結果からみても、一般的にはまだまだ制度に関して知らない市民のほうが

圧倒的に多いのが現状です。 

今後の課題 

市広報紙等の様々な媒体を活用して、制度の周知に努めていきます。また、一部の地域で

実施した出前講座にも今後は積極的に赴き、制度を直接伝えることのできる機会をつくって

いきます。 
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地域福祉マップの作成 

●子育てに関わる地域情報の資料として、地域の公共施設、公園、幼稚園、保育所や子育て

支援ガイドを記載した子育てマップは作成したものの、総合的な地域福祉情報を掲載した

マップの作成には至っていません。 

今後の課題 

今回の市民意向調査の結果を踏まえ、今後はマップも含めた地域福祉に関する情報誌や小

冊子等の作成を検討し、誰もが分かりやすく安心して福祉サービスを利用できる仕組みを構

築していきます。 

 

４．施策体系 

 第１次計画の取り組み内容を整理し、誰もが理解しやすいように施策体系を変更しました。 

 

１．地域主体の取り組みの促進 １．情報提供の充実

２．生活課題の発見や把握のための体制づくり ２．相談支援の充実

３．防災における取り組みと連携 ３．権利擁護の推進

４．民間事業者と地域との交流促進 ４．サービスの質の向上・利用促進

１．地域福祉ネットワーク体制の整備 １．近所づき合いの再構築

２．安心して福祉サービスを利用できる仕組みの活用 ２．地域福祉のこころの醸成

３．福祉サービス情報の集約・提供 ３．人材の発掘・育成

４．広報・啓発活動の推進

５．福祉関連情報の収集と提供 １．地域福祉活動への参加促進

６．地域福祉活動拠点の確保 ２．地域福祉活動を行っている団体・ＮＰＯ等への支援

１．地域福祉活動の活性化 １．地域と行政のネットワークの充実

２．ボランティア活動・ＮＰＯ活動等の推進 ２．防災・防犯体制の充実

３．地域福祉を支える人材の確保・充実

Ⅲ．地域福祉を育てる仕組みづくり

Ⅳ．地域福祉をつなげる仕組みづくり

Ⅰ．豊かな人間関係のあるまちづくり

Ⅱ．福祉の生活環境づくり

Ⅲ．人づくりネットワークの推進

第１次計画 第２次計画

Ⅰ．福祉サービスを安心して利用できるための仕組みづくり

Ⅱ．地域福祉を生み出す仕組みづくり
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第 ４章  施 策 の展 開  

基本目標Ⅰ 福祉サービスを安心して利用できるための仕組みづくり 

（１）情報提供の充実 

福祉サービスが多様化する中で、利用者自身や家族が福祉サービスを自ら選択できるこ

とが必要となっています。利用者が自分に適したサービスを選んで使うには、十分な情報

が提供されることが重要であり、市の情報提供機能を高めることはもちろん、地域におい

て福祉情報が得られるようにしていくなど、様々な情報を誰もがどこででも得られるよう

に推進していくことが重要です。 

 

 

①福祉サービス等に関する情報収集・提供 

子ども、高齢者、障害のある人などが利用できる、福祉サービスに関する情報を収集・

集約します。また、市広報紙、FM-HANAKO、市ホームページやケーブルテレビ等の様々

な媒体を通じて、住民にわかりやすい情報提供ができるように努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

子育てに関する情報

収集および提供 

市内で実施している子育て情報や子育てのヒント

等を掲載した子育てつうしん「もりっこ」や子育

てに役立つ公共施設等を記載した「子育てマップ」

を発行し、窓口等に設置または市ホームページに

掲載していきます。 

児童課 
子育て支援センター 

福祉情報リーフレッ

トの作成 

福祉サービス・制度に関する情報や相談窓口・福

祉施設の所在を示したマップ等を掲載した小冊子

等を作成し、誰もが分かりやすく手軽に情報を得

ることができる仕組み構築していきます。 

福祉部総務課 

 

②ボランティア等に関する情報収集・提供 

ボランティアやＮＰＯの活動を地域福祉やまちづくりに生かせるように、その活動や組

織についての情報を収集し、市民に提供します。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

ボランティア団体等

に関する情報提供 

市社協のボランティアセンターに登録するボラン

ティア団体等について地域に情報提供を行い啓発

に努めていきます。 

社会福祉協議会 

NPO法人等に関する

情報提供 

市内に設立する NPO 法人等に関する事業内容や

活動について市ホームページで掲載し、NPO 法人

の設立や運営について情報提供を行なっていきま

す。 

市民生活課 

これからの取り組み 
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③直接伝えることができる機会を活用した情報提供 

 各種講座や教室の開催など、直接、市民に対して情報提供をできる機会を活用し、地域

福祉についての周知・啓発を行います。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

出前講座の充実 

福祉について学習する機会をより多くの人に提供

できるよう、講座内容の一層の充実と周知に努め

ていきます。 

各担当課 

 

④地域福祉の担い手への情報提供 

地域福祉を支える、民生委員・児童委員、地区福祉委員※6、公民館地区運営委員※7 等の

地域活動に携わっている人や団体への福祉関連情報を提供します。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

民生委員・児童委員協

議会等への情報提供 

毎月定期的に開催される会議にて最新の福祉関連

情報を提供し、必要に応じて地域の地区福祉委員

や町会・自治会等へ周知してもらうよう要請して

いきます。 

福祉部総務課 

社会福祉協議会 

 

（２）相談支援の充実 

市民が抱える課題や問題を早期に発見し、深刻な事態におちいる前に適切に対応するた

めには、専門的な相談支援体制のほかに、気軽に相談することができる場が必要です。 

そのため、各種相談窓口の周知を図るとともに、身近な地域で気軽に相談をすることが

でき、相談内容によっては専門機関など、最適な相談機関へのつなぎができるよう総合的

な相談支援体制の充実を図ることが必要です。 

 

 

①相談窓口の対応の充実 

行政やサービス提供機関における相談窓口では、福祉サービスに関する様々な相談や苦

情などを受け付け、迅速かつ適切に対応するなど、サービスを円滑に利用できるように相

談対応の充実を図ります。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

相談窓口のネットワ

ークの推進 

必要に応じて、相談内容等について関係機関と情

報を共有し、問題解決に向けて連携を深め、対応

の充実に努めていきます。 

各担当課 

社会福祉協議会 

職員の接遇向上 

窓口担当者の接遇向上のために、研修や啓発を充

実し、気軽に相談できる環境づくりに努め、職員

のスキルアップを目指します。 

人事課 

各担当課 

これからの取り組み 
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②地域の相談員の活用 

  民生委員・児童委員やコミュニティソーシャルワーカー※8 など、地域における身近な相

談員を紹介し、地域福祉の担い手の積極的な活用を図ります。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

心配ごと相談事業 

日常における悩みや福祉制度等に関する相談に応

じるため、民生委員・児童委員が相談にのってい

きます。 

福祉部総務課 

社会福祉協議会 

コミュニティソーシ

ャルワーカー相談事

業 

援護を必要とする高齢者、障害のある人、ひとり

親家庭等の福祉の向上と自立生活を支援するコミ

ュニティソーシャルワーカーが、暮らしに関わる

様々な問題を解決できるように相談に応じていき

ます。 

福祉部総務課 

社会福祉協議会 

「こんにちは赤ちゃ

ん」訪問運動（乳児家

庭全戸訪問事業） 

地域の民生委員・児童委員が生後 4 か月程度の子

どもがいる家庭を訪問し、子育て中の母親・父親

の不安や悩みを聞いたり、地域で孤立しないよう

子育てに必要な情報を提供し支援していきます。

健康推進課 

社会福祉協議会 

 

③専門の相談窓口の活用 

  市民のニーズに合わせて、地域包括支援センター※9 や障害者相談支援事業所※10、児童課

相談係、子育て支援センター※11 など、福祉に関する専門の相談窓口を紹介し活用を図りま

す。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

高齢者相談支援事業 

地域包括支援センターにおいて、高齢者の心身の

状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、

相談を受け、地域における適切な保健・医療・福

祉サービス、機関または制度の利用につなぐ等の

支援を行っていきます。 

高齢介護課 

障害者相談支援事業 

障害のある人が、身近なところで、福祉制度や障

害福祉サービスについての情報を提供され、「自己

選択」・「自己決定」によるサービス利用のための

支援を受けられるよう、相談支援事業者のさらな

る確保と連携の強化、支援力の向上を図っていき

ます。 

障害福祉課 

家庭児童相談事業 

0 歳から 18 歳になるまでの子どもに関する問題

や悩み、虐待等についての相談を面談、電話、訪

問で実施します。また、定期的な訪問による見守

り等も行っていきます。 

児童課 

子育てに関する相談

（０歳～就学前） 

０歳～就学前の子育ての悩みや不安の軽減に向け

て、電話・来館・メールによる相談を実施してい

きます。（ただし、公立保育所はメールでの相談

は行なっていません。） 

児童課 
子育て支援センター 
 
保育課 
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④相談員の質の向上 

  民生委員・児童委員などに対して、活動に即した研修の機会を提供するとともに、地域

福祉に関連した情報提供を行うことにより、相談員の質の向上や活動環境の向上を図りま

す。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

民生委員・児童委員協

議会活動の充実 

毎月定期的に開催される会議にて、諸問題の協

議・検討と報告を行うとともに、定期的に福祉制

度等に関する研修会を開き、活動の充実を図って

いきます。 

社会福祉協議会 

福祉部総務課 

 

（３）権利擁護※12の推進 

高齢者や障害のある人をはじめ、すべての市民の人権が尊重されることは、最も大切な

ことです。また、近年、高齢者、障害のある人および子どもへの虐待などが問題となって

います。 

支援の必要な人が自らの権利を守るための制度を円滑に利用できるよう、事業や制度の

周知を図るとともに、虐待の防止に関する啓発を進め、適切に対応できる体制の整備を行

っていくことが重要です。 

 

 

①制度の周知と利用促進 

あらゆる機会を通じて、日常生活自立支援事業※13、成年後見制度※14 の普及に努め、制

度を必要とする人の権利が守られるよう制度の利用促進を図ります。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

権利擁護のための制

度の利用促進 

社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援

事業（もりぐち／さぽーと）および成年後見制度

の周知・啓発に努め、関係機関と連携を図りなが

ら、対象者の状況によってきめ細かい訪問指導等

を行い、制度の利用促進に取り組んでいきます。

高齢介護課 

障害福祉課 

社会福祉協議会 

障害者権利擁護への

取り組み 

障害のある人に対する差別の禁止・虐待の防止へ

の取り組みを進めます。また、知的障害や精神障

害等により判断能力に不安のある人の財産管理や

福祉サービスの利用等が適切に行われ、その権利

が擁護されるよう、成年後見制度や社会福祉協議

会の日常生活自立支援事業についての周知と利用

支援を図っていきます。 

障害福祉課 

人権室 

 

 

 

これからの取り組み 
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②制度に関する職員研修と利用支援 

日常生活自立支援事業、成年後見制度を必要とする人が、安心して利用することができ

るように、職員研修を行い、制度の習熟を図るとともに利用の支援に努めます。また、今

後、成年後見制度を利用する人の増加が見込まれることから市民後見人制度※15 について十

分な調査・研究のうえ検討していきます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

福祉課題や制度等に

関する研修会や講習

会の実施 

市民および職員を対象に、様々な福祉課題に対す

る意識向上のため、研修会や講習会を実施してい

きます。 

人事課 

各担当課 

 
③権利擁護の体制整備 

  子どもや高齢者などの虐待等に迅速に対応するため、虐待に関する相談窓口などについ

て市民に広く啓発を進めるとともに、虐待事案が発生した場合には、関係機関が連携し適

切に対応します。 

 ■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

虐待に対する理解の

普及・啓発 

児童虐待防止法や高齢者虐待防止法、障害者虐待

防止法等の趣旨を踏まえ、虐待に対する正しい理

解が図れるよう、市民への周知・啓発を行います。

児童課 

高齢介護課 

障害福祉課 

人権室 

守口市児童虐待防止

地域協議会の開催 

代表者会議や実務者会議等を開催し、府中央子ど

も家庭センターや府守口保健所等、関係機関と連

携を密にするとともに児童虐待の未然防止、早期

発見、早期対応に努めていきます。 

児童課 

児童虐待早期発見の

ための研修会の実施 

学校・園での研修に加えて、保育士・教職員・福

祉・医療・保健・警察等関係機関や市民に対して、

児童虐待早期発見のための啓発や研修を進めてい

きます。 

児童課 

高齢者虐待防止ネッ

トワークの構築 

虐待の早期発見・早期対応に向け、地域包括支援

センターを中心に、社会福祉協議会や民生委員・

児童委員、介護保険サービス事業者等との連携体

制の強化を図り、高齢者虐待防止ネットワークの

構築に努めます。 

高齢介護課 

障害者虐待防止セン

ターの充実強化 

障害者虐待防止法に基づき、市は「障害者虐待防

止センター」を設置し、障害者虐待に関する通報、

相談を受け付け、虐待の恐れのある障害者及び養

護者に対して、相談、指導、助言を行っていきま

す。 

障害福祉課 

孤独死防止の推進 

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括

支援センター、民間事業所等と連携を図り、対象

者の把握に努め、実際に訪問した際に、対象者に

変化があれば適切な対応が出来るよう、声かけ・

見守りの体制を強化していきます。 

各担当課 
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（４）サービスの質の向上・利用促進 

社会情勢の変化にともない、福祉に対するニーズは多様化、複雑化しています。住み慣

れた地域で生活するためには、福祉サービスが必要になったときに、サービスの選択を適

切に行うことができるとともに、必要とするサービスの質や量が十分に確保されることが

必要です。 

また、福祉関係者・従事者においては、これまで以上に幅広い知識や専門的な援助技術

などの力量が求められています。 

 これらのことから、福祉サービスの質の向上や量の確保に努めることにより、安心して

利用できる福祉サービスの提供に努めることが重要です。 

 

 

①サービスの提供における質の向上 

大阪府や関係機関と連携し、福祉制度や法律等の専門的な研修会、講習会を設けること

により、福祉関係者・従事者が知識を取得する機会を増やし、市民に提供できるサービス

の質の向上に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

福祉サービス利用者の

苦情解決のための対応

福祉サービスの利用に際して、市民が不利益な扱いを

受けた場合の苦情を解決するための機関や仕組みに

ついて、利用者への周知を図り、必要に応じその利用

を支援し、市民が、より安心してサービスが利用でき

るように努めます。 

各担当課 

サービス提供事業者に

対する研修 

福祉サービスの質の確保に必要な知識、技能の向上を

図るため、大阪府が実施するサービス管理責任者等に

対する研修について、事業者に情報提供し受講を働き

かけるとともに、市内事業者を中心に市民にサービス

提供している事業者に対して、市独自の研修機会を設

けるなど、サービスの質的向上を図ります。 

各担当課 

 

②職員の地域福祉に関する意識の向上 

地域福祉に関わる庁内関連部署の連携体制を密にして、地域福祉に関する問題や課題を

関連する職員が共有し、職員の地域福祉に対する意識の向上を図ります。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

庁内連携、窓口業務の

充実 

行政サービスの問い合わせや相談等で来庁した住

民が目的にあった窓口に行けるようにするととも

に、必要に応じて他部局への引継ぎ等を円滑に行

なえるよう、庁内連携や窓口業務の充実に努めま

す。 

各担当課 

福祉課題や制度等に

関する研修会や講習

会の実施（再掲） 

市民および職員を対象に、様々な福祉課題に対す

る意識向上のため、研修会や講習会を実施してい

きます。 

人事課 

各担当課 
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基本目標Ⅱ 地域福祉を生み出す仕組みづくり 

（１）近所づき合いの再構築 

核家族化の進行、生活様式の変化等により、近所づき合いが希薄化しています。一方、

地域の中で、あるいは隣近所でお互いに支え合い、助け合って生活できる関係を再構築す

ることも求められています。そのため、地域の助け合いの重要性について啓発していくと

ともに、すべての人が地域を通じて交流できる場などを設け、身近なところでのつながり

を強めていく必要があります。 

 

 

①交流活動等の推進 

地域住民等が連携して実践する仲間づくりや、交流活動などの支え合いの仕組みを構築

していきます。また、地域における日常の助け合いや交流活動が進むように、さまざまな

地域福祉活動などの事例収集や広報・啓発に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

子育て世代の交流の場

づくり 

公民館では、あそぼう広場や子育て勉強室等を定期的

に開催し、親の学習機会の提供や交流を深めていく機

会づくりを促進していきます。 

各公民館 

公立保育所では、毎月子育て支援交流活動を開催し、

親子・親同士の交流の充実を図っていきます。 

園庭で一緒に遊んだり、季節に応じた遊びを楽しむこ

とによって、育児不安や負担感を軽減することを目的

としています。 

保育課 

子育て支援センターでは、子育て中の親が、孤立

感に陥ることなく子育ての喜びを分かち合うこと

ができるよう、地域の中で親同士が交流したり、

子育てに関する相談について話ができる場を設定

し、必要な時に必要な情報を得ることができる環

境づくりを構築していきます。また、関係機関等

との連携協力を図りながら、守口市子育て支援セ

ンター運営委員会を開催し、子育て支援センター

を効果的・効率的に運営していけるよう努めてい

きます。 

児童課 
子育て支援センター 

地域での世代間交流の

促進 

学校やさんあい広場等の行事を通じて、高齢者が

子どもたちに豊かな経験を伝承し、子どもたちと

の交流を図ることを目的として、市と地域住民が

協働し推進していきます 

高齢介護課 

保育所（園）では、児童が障害者や高齢者の福祉

施設へ行って交流を深めたり、高齢者の豊かな経

験や知識を楽しく学習する機会をつくっていきま

す。 

保育課 
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（２）地域福祉のこころの醸成 

社会の変化や少子高齢化、家族形態の多様化が進み、地域での交流が減少してきている

ことから、人と人との心のふれあいを通して、思いやりやいたわりの心をはぐくむ人権教

育の機会が必要となっています。支え合い・助け合いの心を醸成するため、あらゆる世代

を対象とした広報・啓発活動を行うとともに、学習機会を提供し、人権教育を充実する必

要があります。 

 

 

①人権尊重の普及・啓発 

  人権尊重に対する意識の高揚を図るため、関係機関と連携して、地域福祉に関連したテ

ーマによる人権教育・啓発を図ります。 

■主な関連事業  

事業名・取組名 内容 担当部署 

人権に関する理解の

促進 

市民および職員を対象に、高齢者や障害のある人、

子どもなどの人権について理解を深め、さまざま

な人権課題に対する意識向上のための講演会や研

修会を実施していきます。 

人権室 

人事課 

保育所（園）、幼稚園、小・中学校では、発達段階

に応じて、あらゆる教育活動の中で、いじめ等の

人権侵害の発生を防ぎ、差別の根絶を目指すこと

を目的に、様々な人権問題を正しく理解し、認識

を深めるための教育に取り組んでいきます。 

保育課 

教育・人権指導課

 

②交流機会におけるこころの醸成 

  障害のある人と一般市民がつどい、お互いを理解する機会を設けます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

就労体験の推進 

障害のある人の就労への移行を支援するため、老

人ホームや民間事業所、市役所等で、職場実習・

訓練等を行なうことを推進していきます。また、

障害のある人が働くことについて、市民や市職員

が理解を深めるように取り組んでいきます。 

障害福祉課 

障害者理解促進事業

の推進 

「障害のある人」や「障害」に対する市民の正し

い理解と認識を深める取り組みを行っていきま

す。障害のある人もない人も「共に生きる社会」

の実現に向けて、市民の理解と協力が得られるよ

う広報・啓発活動を推進していきます。 

障害福祉課 

人権室 
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（３）人材の発掘・育成 

地域活動を継続的に担っていくには、新たな人材の確保と組織づくりが必要不可欠とな

っています。これからは、生活全般にわたる住民の福祉ニーズに対応できる体制を地域で

確立していく必要があります。そのためには、行政やサービス提供事業者だけでなく、ボ

ランティア・関係団体等、様々な人々の協力・連携の中で、住民一人ひとりが自らの役割

を認識し、それぞれの責務を果たすことが必要となります。 

市民のボランティア活動への参加意欲を実際の活動につなげるため、より一層、ボラン

ティアの育成に努める必要があります。 

 

 

①新たな担い手の発掘・養成 

新たに地域福祉の担い手となって活躍できる人材の発掘や養成を行うために、市や関係

機関等が実施する養成講座などに関する情報提供に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

福祉人材の育成 

訪問介護員２級課程養成研修会や介護講習会等の

市民受講の啓発を図り、福祉人材の育成・確保に

努めます。 

社会福祉協議会 

手話奉仕員養成講座

の開催 

市民の手話に対する関心を高め、身近な地域の中

に手話のできる人を増やしていくため、手話奉仕

員の養成講座を毎年開催しています。平成 18 年

度からは、大阪聴力障害者協会に委託して実施し

ています。 

障害福祉課 

子育てサークル・子育

てボランテイア等の

育成・支援 

子育てサークルの交流会を行い、また必要に応じ

て助言を行っています。また、子育てボランティ

アの養成とスキルアップのため、講座・講習会や

交流会を行っています。 

児童課 
子育て支援センター 

 

②ＮＰＯ※1法人格の取得、コミュニティビジネス※7への発展支援 

多様な福祉活動をしている組織が、ＮＰＯの法人格を取得したり、これまで行ってきた

事業をコミュニティビジネス※16 に発展していけるよう支援に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

NPO法人の設立認証

等の実施・支援 

NPO 法人の設立認証等を行ない、地域の社会福祉

資源として自立した活動ができるように、活動・

交流の場や情報提供などの支援を行います。 

市民生活課 
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基本目標Ⅲ 地域福祉を育てる仕組みづくり 

（１）地域福祉活動への参加促進 

  ボランティアや助け合いについて関心が高い市民が、確実に情報を得ることができ、地

域の福祉活動に参加できる環境を整えることが重要です。 

また、そのような人たちの「ボランティア活動に参加したい」というニーズと「ボラン

ティアをしてほしい」というニーズをうまくつないでいく仕組みが求められています。 

 

 

①ボランティア活動の活性化 

市民が地域福祉活動へ気軽に参加することができるように、地域福祉に関するニーズ等

の情報収集を充実させ、各種媒体を通じ活動に関する情報提供を行うとともに、住民同士

の助け合い、支え合いを支援します。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

ボランティア登録事

業の実施 

ボランティアセンターを中心として、団体・個人

の単位でボランティア登録を受け付け、ボランテ

ィアの確保と質の向上に努めます。 

社会福祉協議会 

ボランティア養成講

座の実施 

ボランティア基礎講習をはじめ、災害ボランティ

アのシュミレーション訓練等を開催し、地域福祉

の重要な担い手として期待されるボランティアの

育成を図っていきます。 

社会福祉協議会 

障害のある人への理解を深め、社会を構成してい

る一員として互いに支え合うことのできる意義を

学び、ボランティア活動への関心と態度を養うこ

とを目的として、ボランティア体験およびボラン

ティア養成講座の開催に努めていきます。 

障害福祉課 

 

 

②地域組織の活性化への支援 

地域活動への参加者を広げる取り組みや地域組織への若年層の新たな参加を促す取り組

みへの支援に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

若年層のボランティ

ア活動への参加促進 

若い世代のボランティア活動への新たな参加を促

すため、大学や福祉施設等と連携をし、参加のき

っかけづくりと継続した活動を行なうことができ

る仕組みづくりを検討していきます。 

福祉部総務課 

社会福祉協議会 
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（２）地域福祉活動を行っている団体・ＮＰＯ等への支援 

  新たな地域福祉の担い手を養成・確保するだけでなく、すでに地域において活動を行っ

ている団体等が、疲弊することなく継続的に活動を行っていけるように支援することが重

要です。 

 

 

①地域福祉の担い手への研修の充実 

地域福祉の担い手に対しては、他の行政機関や社会福祉法人等と連携して、新たな課題

への対応やより専門的な対応を可能にするための支援を行います。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

市民協働推進事業の

推進 

市内で活動する NPO やボランティア団体、自治

会・町会などの地域組織、そして時には市職員を

交えた研修会、講習会を開催していきます。 

市民生活課 

民生委員・児童委員と

してのスキルアップ 

民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手

として一層活躍できるよう、研修体制の強化を図

り、個々のスキルアップを支援していきます。 

社会福祉協議会 

福祉部総務課 

 

②地域福祉活動拠点の確保 

主体的な力による地域福祉活動を円滑に進めるため、公的施設等の既存施設の有効活用

を検討することにより、地域福祉活動の拠点の確保に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

公的施設等の有効活

用 

公共施設等の見直しを図る中で、福祉目的の利用

も可能となるよう検討していきます。 
福祉部総務課 

 

③担い手への情報提供・情報共有の場づくり 

  地域福祉の担い手が主体的にかつ円滑に活動できるように、活動に関連する情報提供に

努めるとともに、活動を行っている担い手同士の交流の場づくりに努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

ボランティア団体の

交流促進 

個々のボランティア団体の活性化と継続性を支援

するとともに、ボランティア連絡会やボランティ

アフェスティバルを開催し、団体間の交流を促進

していきます。 

社会福祉協議会 
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④既存の活動に関する支援 

民生委員・児童委員や地区福祉委員などによる訪問活動や、子どもの安全・安心を図る

「声かけ隊」「見守り隊」活動、老人クラブ連合会が実施する「友愛訪問活動」など、地域

を主体とした見守り活動等の支援に努め、相互の連携を図ります。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

小地域ネットワーク

活動（もりぐち／ねっ

と輪～く）の充実 

見守りや声かけ、配食等の実施や安否確認、グル

ープ援助活動による地域情報の把握など、社会福

祉協議会の小地域ネットワーク活動（もりぐち／

ねっと輪～く）の拡充と強化をはかるとともに、

地域における助け合い活動がさらに推進されるよ

う支援していきます。 

社会福祉協議会 

地域支援ネットワー

ク連絡会の開催 

地域の様々な生活課題を共有し、福祉ニーズに対

応するため、地域包括支援センターを中心に、民

生委員・児童委員、地区福祉委員、老人クラブ、

行政機関で構成される地域支援ネットワーク連絡

会を各ブロックで定期的に開催し、情報交換等の

機会の充実に努めていきます。 

高齢介護課 

福祉部総務課 
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基本目標Ⅳ 地域福祉をつなげる仕組みづくり 

（１）地域と行政のネットワークの充実 

地域には様々な地域福祉の担い手が存在し、それぞれが団体等の目的に沿った活動をし

ています。しかし、福祉ニーズの多様化や複雑化が進むにつれ、単独の担い手や団体だけ

では解決が難しい問題もでてきています。そのため、担い手同士が相互に連携を進め、迅

速にかつ適切にケースごとに対応していく必要があります。一方、連携や協働での取り組

みを進めるためには、行政が中心となって、担い手同士をつないでいくことが重要である

ことから、様々な団体や関係機関、行政などを含めたネットワークを構築することが重要

です。 

 

 

①ニーズに応じたネットワークの整備 

各種の地域福祉資源を結ぶ取り組みとして、社会福祉協議会がボランティアセンターを

設けているほか、市ではコミュニティソーシャルワーカー事業を実施しています。今後は

こうした取り組みをより体系的に整備し、関係機関、ボランティア、市民活動団体、ＮＰ

Ｏ等とのより緊密な連携を深め、誰もが必要とする相談やサービスを速やかに受けること

ができる総合的なネットワーク体制を構築できるように努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

相談ネットワーク体

制の構築 

民生委員・児童委員が担う心配ごと相談やコミュ

ニティソーシャルワーカー等の身近な、地域包括

支援センター等と連携を図り、市民が利用しやす

い相談窓口の総合化を検討していきます。 

福祉部総務課 

保健・医療・福祉の連

携 

後期高齢者医療および福祉医療窓口業務時等に、

その人にあった福祉サービスの提供や福祉に関す

る相談に応じることができるよう、個人情報の保

護に配慮しながら、関係課との連携を図っていき

ます。 

高齢介護課 

障害福祉課 

医療助成課 

健康推進課 

中学校校区連携推進

協議会（すこやかネッ

ト）の活動推進 

保育所（園）、幼稚園、小・中学校、PTA、公民

館、青少年育成団体等、地域の幅広い人々が構成

員となり、子どもたちを取り巻く様々な課題に学

校・家庭・地域が一体となって取り組んでいきま

す。 

教育・人権指導課

児童課 

保育課 

地域支援ネットワー

ク連絡会の開催（再

掲） 

地域の様々な生活課題を共有し、福祉ニーズに対

応するため、地域包括支援センターを中心に、民

生委員・児童委員、地区福祉委員、老人クラブ、

行政機関で構成される地域支援ネットワーク連絡

会を各ブロックで定期的に開催し、情報交換等の

機会の充実に努めていきます。 

高齢介護課 

福祉部総務課 

     

これからの取り組み 
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②市と社会福祉協議会の連携や役割分担による地域福祉の充実 

社会福祉協議会は、地域に根ざした地道な活動の中で、市の地域福祉を担ってきました。

今後とも、市と社会福祉協議会は車の両輪となって自主的、主体的な地域福祉活動を促進

させるため、連携を深め互いの役割分担を明確にする中で、さらに効果的な事業のあり方

等について検討していきます。また、社会福祉協議会が策定した「もりぐち地域福祉活動

計画」に基づいて同協議会が実施する事業の支援に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

「もりぐち地域福祉

活動計画」の推進 

地域の福祉課題を解決するにあたり、地域住民

やボランティア団体、サービス事業者とともに、

活動計画を推進する場（プラットフォーム）に

参画し、取り組みを進めていきます。 

福祉部総務課 

社会福祉協議会 

 

（２）防災・防犯体制の充実 

近年、全国各地で発生した地震、台風、大雨等の自然災害は、甚大な被害を及ぼしまし

た。地域のつながりや助け合いを強めていく中で、近隣同士の見守り、声かけなどの交流

を促進し、市民が家庭や地域において日ごろから災害に備えるよう意識啓発することが、

災害に強い地域にすることにつながっていきます。このようなことから、市として自治会・

町会や自主防災組織※17 の活動および組織結成の支援に努めるとともに、市民との協働のも

と、個人情報の保護に十分配慮しながら、災害時要援護者対策を進める必要があります。 

また一方では、高齢者や障害のある人を中心に消費者被害が発生しており、日々寄せら

れる相談が複雑・多様化しているため、犯罪のないまちづくりに向けて、市民一人ひとり

の防犯意識を高めるとともに、地域における相談体制の充実と予防活動にも取り組んでい

ます。 

 

 

①防災対策の周知 

災害時の対応策や連絡網などの充実を図るとともに、防災マップ等を活用し、避難場所

や災害時の対応についての周知を徹底します。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

防災訓練の実施 

防災意識の向上と災害時における連携体制の強化

を目的として、自主防災組織や町会・自治会、関

係機関等の協力を得て、各種災害に関する訓練を

実施していきます。 

危機管理課 

 

 

 

これからの取り組み 
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②災害時における要援護者対策 

「守口市地域防災計画」に基づいた地域での取り組みの促進・支援に努め、地域防災力

の充実・強化を図ることにより、災害時要援護者を地域で守る取り組みを進めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

災害時要援護者名簿

の活用 

名簿に登録された個人情報は、事前に消防、警察、

民生委員・児童委員、自主防災組織、消防団※18

に情報提供し、災害時には実際に災害救助に従事

する社会福祉協議会や町会・自治会へも情報提供

していきます。地域ぐるみで要援護者を見守る体

制を築き、災害時には共に避難をするなどの支援

に活用していきます。 

福祉部総務課 

危機管理課 

③災害時要援護者登録制度の充実 

｢災害時要援護者登録制度｣については、本制度の周知を図るとともに台帳への登録を勧

奨します。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

災害時要援護者登録

制度の推奨 

地域の事情に精通している民生委員児童委員協議

会を通じて、高齢者や障害のある人を中心に制度

の周知を行い、市広報紙や FM-HANAKO、市ホ

ームページでも制度の周知を図っていきます。ま

た、要請があれば、直接現地へ赴き、制度につい

ての出前講座等を行っていきます。 

福祉部総務課 

④社会福祉施設等との協力 

  災害時における要援護者などの受け入れや、避難場所の確保のために、社会福祉施設等

に協力依頼ができる関係づくりを進めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

福祉避難所の検討 
関係機関と協議の上、市民のニーズや必要性を勘

案し検討していきます。 
福祉部総務課 

⑤災害時のボランティア受け入れ体制の整備 

  社会福祉協議会と連携し、災害時において迅速にボランティアを受け入れることができ

る体制づくりを進めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

災害時におけるボラ

ンティアセンター開

設シュミレーション

訓練の実施 

実際に災害が起きたという想定のもと、ボランテ

ィアセンターを開設した際のシュミレーション訓

練を行なっていきます。訓練には、初動体制の検

証と役割分担や指揮命令系統、資材等の確認を目

的としており、他機関とともに課題解消に取り組

んでいきます。 

社会福祉協議会 
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⑥防犯に関する取り組みの充実 

子どもたちを犯罪や事故等の被害から守るため、警察をはじめ、関係機関・関係団体との

連携を深め、地域の防犯活動に活性化を推進していきます。また、高齢者や障害のある人

等が、振り込め詐欺、オレオレ詐欺や悪質商法などの被害にあわないよう、消費生活に関

する相談体制の充実に努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

安全パトロール運動

（見守り隊・声かけ

隊）の推進 

防犯委員会や PTA 等の地域ボランティア団体に

よる安全パトロール運動等の自主的な防犯活動を

支援し、活動の活性化を支援していきます。 

教育・人権指導課

危機管理課 

「こども 110 番の

家」運動の推進 

子どもたちがトラブルに巻き込まれそうになった

とき、助けを求めることができる「こども１１０

番の家」運動を、関係団体等の協力のもと推進し

ていきます。 

スポーツ・青少年

課 

「少年を守る店」運動

の推進 

それぞれの営業を通じて、青少年の健全な成長を

とげるのに必要な環境づくりのため「少年を守る

店」運動を、関係団体等の協力のもと推進してい

きます。 

スポーツ・青少年

課 

消費生活相談事業の

充実 

消費生活に関するトラブルや苦情等の相談を受け

付けています。また、被害を防止するため、さま

ざまな媒体を通して、相談事例を周知し、情報提

供に努めていきます。 

消費生活センタ

ー 

 

⑦防災・防犯などの情報提供の充実 

  災害や犯罪の発生状況を迅速に伝えるため、「エリアメール」「緊急速報」の周知や「大

阪府警察安まちメール」への登録など、一人ひとりが情報を収集できるよう周知・啓発に

努めます。 

■主な関連事業 

事業名・取組名 内容 担当部署 

不審者情報等の防犯

情報連絡体制の構築 

事案発生時には小・中学校から教育・人権指導課

へ連絡が入り、教育・人権指導課からＦＡＸで保

育所（園）、幼稚園、小・中学校、危機管理課へ注

意喚起を行い、危機管理課から地域の防犯委員へ

転送する連絡体制を構築していきます。また、大

阪府警の安まちメールの活用もよびかけていきま

す。 

教育・人権指導課

危機管理課 
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第 ５章  計 画 の推 進  

 

 本計画の基本理念である「地域に住む人々と、共に生き、共に支え合い、住んでよかった

と思える地域の実現にむけて」を実現するためには、地域、福祉事業者、社会福祉協議会及

び市がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携して福祉課題の解決に取り組むことが

重要です。 

 

１．計画の進行・管理 

  本計画を総合的に推進していくため、市が実施する各種地域福祉施策について、関係部

局間の相互の連携・調整を行います。 

  また、進行管理については、各種地域福祉施策を実施している関係課からの実績報告を

受けるとともに、ヒアリング等による課題の抽出など、取り組みの改善に向けて評価を行

います。 

 

２．計画の見直し 

  本計画は平成 25 年度を初年度とする第２次計画ですが、５年後には本計画の見直しを

経て第３次の計画を策定します。計画の見直しに当たっては、住民参加の要素を効果的に

取り入れるよう努めます。 
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①守口市地域福祉計画 
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①守口市地域福祉計画 

に基づく取り組みの実施 

 

計画の評価（各年度） 

①取り組み状況の評価 

②新たな課題の抽出 

③取り組み内容の改善 
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目標の確認 

計画のサイクルのイメージ 
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資 料 編  

１．用語解説 

※１ ＮＰＯ（非営利組織） 

営利を目的とせずに市民活動や、公共的な活動を行う民間組織です。 

※２ くすのき広域連合 

 保険財政基盤をより強固なものにし、公平・公正な住民本位の介護保険制度を確立するため、

守口市・門真市・四條畷市の３市で、介護保険事務を共同処理している広域連合です。 

※３ 社会福祉協議会 

 民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。各種の福

祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な

取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいま

す。 

※４ 災害時要援護者登録制度 

地震や水害などの災害発生時に自力または家族の支援のみでは避難が困難な方が、事前に自分

の情報を市へ登録する制度です。登録名簿を市、警察、消防と自主防災組織や消防団、民生委員・

児童委員の方々と共有し、災害時における避難の誘導や安否の確認などに活用するものです。 

※５ 民生委員・児童委員 

 地域福祉の向上のために厚生労働大臣から委嘱された「民間の奉仕者」です。それぞれ担当地

区が決められており、その地域においてさまざまな活動を行っています。民生委員は児童委員を

かねています。 

※６ 地区福祉委員 

 地域における福祉課題などを自分たちの問題としてとらえ、住民の主体的な参加による活動に

よって解決を図る自主的な組織です。自治会や民生委員・児童委員、福祉団体や当事者などの関

係団体で構成されています。 

※７ 公民館地区運営委員 

 公民館の事業の振興に貢献し、市民の教養の向上及び地域における連帯意識の高揚、社会教育

関係団体等の連絡調整を図ることを目的に活動しています。また、町会・自治会等の地域団体と

連携して、市民の意見を反映したイベントの開催や講習会等を主催しています。 

※８ コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

 援護を必要とする高齢者、障害のある人、ひとり親家庭等の福祉の向上と自立生活を支援する

ための専門職です。暮らしにかかわるさまざまな問題を解決できるよう支援します。守口市では、

２箇所のいきいきネット相談支援センターに配置されています。 

※９ 地域包括支援センター 

 地域ケアを展開していく重要な柱として、公正・中立な立場から被保険者に対して①介護予防

マネジメント、②総合相談事業、③包括的・継続的マネジメント、④虐待防止・早期発見等など

を担う中枢機関です。守口市では、６箇所に設置されています。 
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※1０ 障害者相談支援事業所 

 障害のある人やその家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、

身近な地域で安心して生活できる地域の支援体制をつくることを目的とする事業所です。守口市

では、３箇所に設置されています。 

※１１ 子育て支援センター 

 子育て不安の軽減に向けて、気軽に利用できる相談窓口や親子交流、情報提供、子育て講座の

開催、子育てサークルへの育成・支援等を行う地域の総合的拠点です。 

※１２ 権利擁護 

 自己の権利を表明することが困難な寝たきりや認知症の高齢者、障害のある人に代わって、援

助者が代理としてその権利行使を手助けすることです。 

※1３ 日常生活自立支援事業 

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない人の福祉サービスの利用や日常的

な金銭管理を支援するサービスです。 

※1４ 成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない人の財産管理や契約行為などを支

援する制度で、判断能力などに応じて「後見」「補佐」「補助」の３類型があります。 

※１５ 市民後見人制度 

親族がいない認知症の高齢者、障害のある人等の成年後見人に一般市民が新たな担い手として

なることをいいます。財産管理や法的な契約行為を本人に代わって行います。 

※１６ コミュニティビジネス 

市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、またコミュニティの

再生を通じて、その活動の利益を地域に還元する事業の総称です。 

※１７ 自主防災組織 

 町会や自治会が主体となって地域住民が自主的に連携して防災活動を行う任意団体です。地域

住民が協力して消火訓練、避難訓練等を行ったり、日頃の火災の防止に努めることを目的として

います。 

※１８ 消防団 

 市条例により設置されている地域の奉仕団体です。有事の際に備えて必要な訓練を日頃より行

い、火災や地震、台風などの災害発生現場にいち早くかけつけ、地域住民の生命と財産を守って

います。 

 


